
在日同胞の学生を対象とした各種奨学金のご案内 

 

日本の高校・大学(院)に在籍する在日同胞の学生と、母国修学生を対象とした各種奨学金

のご案内をいたします。 全て、返済義務のない奨学金です。 

申請を希望される方は、各団体のホームページをご参考になるか、お近くの民団地方本部・

支部にお問い合わせください。 

 

 

 

公益財団法人 韓国教育財団(日本の高校・大学(院)に在学の方) 

  

■支給対象 

1. 韓国籍（二重国籍含む）で日本の永住権を保持し日本国内の高校、大学(院)に在学する者 

2. 日本国籍(帰化同胞含む)で韓国学を専攻し、TOPIK3 級以上を取得した日本国内の高校、 

大学(院)に在学する者 

■支給額(年間)： 高 校 生： 10 万円 

大 学 生： ５０万円 

大学院生：100 万円 

■申請期間： 5 月中旬～7 月初旬  ※昨年例 

■結果通知： 10 月頃 ※昨年例 

※詳しくは  

→ 韓国教育財団 | 奨学金事業  

 

 

公益財団法人 朝鮮奨学会(日本の高校・大学(院)に在学の方) 

 

■支給対象 

１． 高校生： ①日本の各高等学校（高等専門学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校を含む）  

に在学している韓国人・朝鮮人学生（特別永住者証明書・在留カードの国籍表示が 韓 

国もしくは朝鮮） 

②成績優良(原則、前学年度の評定平均値 3.0 以上)であり、学費の支弁が困難な者 

③２０２４年４月１日現在、満２５歳未満の者 (継続応募者は除く) 

２. 大学生： ①日本の大学の学部(学士課程、専門職大学、短期大学も含む。通信課程は除く)に在籍 

している韓国人・朝鮮人学生(特別永住者証明書・在留カードの国籍表示が韓国もしく 
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は朝鮮)。本国からの 留学生を含む 

②成績が優良で学費の支弁が困難な者 

③2024 年４月１日現在、満 30 歳未満の者(継続応募者は除く) 

  ３. 大学院： ①日本の大学院(博士課程･修士課程･専門職課程。通信課程は除く)に在籍している韓 

国人･朝鮮人学生(特別永住者証明書･在留カードの国籍表示が韓国もしくは朝鮮)。 

本国からの留学生を含む 

②成績が優良で学費の支弁が困難な者 

             ③応募時に、満 40 歳未満の者(継続応募者は除く) 

④法科大学院の未修コース、その他３年制修士課程においては２学年以上の者 

⑤日本学術振興会の特別研究員及び次世代研究者挑戦的研究プログラムの受給者は応 

募できない 

■支給額(月額)： 高校生： １万円 

大学生： ２万５千円 

大学院生(修士課程)： ４万円 

大学院生（博士課程）： ７万円 

■申請期間： 高校生： 4 月 10 日～5 月 10 日 

大学生・大学院生： 新規 4 月 10 日～5 月 10 日 

継続 4 月 5 日～4 月 25 日 

■結果通知： 高校生 6 月上旬 

大学(院)生 継続応募者 6 月中旬/新規応募者 7 月中旬 

 

 ※上記の支給額、申請期間、結果通知は昨年例です 

 

※詳しくは → http://www.korean-s-f.or.jp/index.html 

 

 

 

国民体育振興公団（在日同胞 母国修学生対象 奨学金） 

 

■支給対象 

1. 韓国内大学に在学中の民団団員の子弟 

2. 大学生で学業成績が優秀な学生 

3. 他の奨学金を受給していない学生 

※以上の 3 点すべてに該当する者のみ 

※師範大学の学生および韓国学（国文学、韓国史、伝統文化等）を専攻する学生を優先 

※１家庭 1 名（兄弟姉妹など複数名の申請は不可） 
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■支給額(年間)： 500 万ウォン（２学期に分けて支給） 

※１学期分(250 万ウォン)のみ支給する場合あり 

■申請期間： 2 月 3 日～3 月 31 日 ※昨年例 

※詳しくは → 民団の HP の「お知らせ」でご案内予定です。少しお待ちください 

          https://www.mindan.org/ 

 

 

 

在日韓国人本国投資協会(母国修学生対象) 

 

■支給対象 

１． 大韓民国国籍を保有していたか、現在保有している在日韓国人(又はその子女)で本国に修学 

している者または修学予定者 

２． 経済的な理由から修学及び充実した学校生活が困難な者 

３． 学業成績や人物ともに優秀な者 

４． 4 年制大学生又は大学院生で学期が 2 学期以上の者(202６年 3 月基準新入生含む) 

■支給額(年間)： 500 万ウォン（２学期に分けて支給） 

■申請期間： 1 月 2 日～2 月４日 ※2026 年度 

※詳しくは https://www.mindan.org/osirase_view.php?number=456 
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